
平成 24 年度 第 3 回市川市教育振興審議会 

                   

日時 平成 25 年 3 月 27 日（水） 

午後 3 時 30 分から 

場所 市川教育会館 多目的ホール 

 
 
 
 
 
１．あいさつ             市川市教育振興審議会 会長 大熊 徹  

 

 

 

２．第 2期市川市教育振興基本計画策定方針について  

 

 

 

３．その他 

  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

別紙資料 

 資料１：（仮称）第 2 期市川市教育振興基本計画策定方針 

 資料２：（仮称）第 2 期市川市教育振興基本計画構成イメージ（素案） 

 資料３：第 2 期市川市教育振興基本計画策定体制 

 



 

（仮称）第２期市川市教育振興基本計画策定方針 

 

 

１  （ 仮 称 ） 第 ２ 期 市 川 市 教 育 振 興 基 本 計 画 策 定 の 趣 旨  

市 川 市 教 育 委 員 会 は 、戦 後 約 ６ ０ 年 ぶ り に 改 正 さ れ た 教 育 基 本 法 の 基 本

理 念 を 踏 ま え 、 平 成 ２ １ 年 ３ 月 に 市 川 市 教 育 振 興 基 本 計 画 を 策 定 し た 。  

現 行 計 画 は 、社 会 の 変 化 に 伴 っ て 生 じ た 解 決 す べ き 多 く の 教 育 課 題 に 対

応 し 、本 市 に お け る 教 育 の 一 層 の 振 興 を 図 る た め 、平 成 ２ １ 年 度 か ら ２ ５

年 度 ま で の ５ 年 間 に わ た り 、本 市 の 実 情 に 応 じ た 教 育 の 振 興 に 関 す る 施 策

を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る も の で あ る 。  

こ れ ま で 、現 行 計 画 に 基 づ き 、「 人 と 関 わ る 力 を 身 に 付 け る 活 動 の 充 実 」、

「 家 庭 ・ 学 校 ・ 地 域 の 連 携 を 図 る 取 組 み 」、「 生 涯 学 習 機 会 の 充 実 」 な ど 、

様 々 な 施 策 を 展 開 し て い る 。  

一 方 、確 実 か つ 急 速 に 進 行 す る 社 会 の 変 化 に 対 応 す る た め 、教 育 政 策 は

不 断 の 見 直 し が 求 め ら れ て お り 、各 施 策 の 所 期 の 目 的 が 達 成 さ れ て い る か

ど う か を 十 分 に 評 価 し た 上 で 今 後 の 改 善 に 繋 げ 、さ ら に 新 た な 施 策 を 実 施

す る 必 要 が あ る 。  

そ こ で 、近 年 の 少 子 高 齢 化 、東 日 本 大 震 災 な ど の 社 会 情 勢 の 急 速 な 変 化

を 踏 ま え 、現 行 計 画 の 評 価 に 基 づ く 施 策 の 改 善 を 図 る と と も に 、新 た な 施

策 を 実 施 す る た め 、（ 仮 称 ） 第 ２ 期 市 川 市 教 育 振 興 基 本 計 画 （ 以 下 「 次 期

計 画 」 と い う 。） を 策 定 す る も の で あ る 。  

 

 

 

資料１  



２  次 期 計 画 概 要  

⑴  計 画 の 構 成 （ カ ッ コ 内 は 、 現 行 計 画 か ら の 変 更 点 及 び 留 意 点 ）  

ア  名 称 （ 現 行 計 画 を 基 礎 と す る 。）  

イ  現 状 と 課 題 （ 追 加 ）  

ウ  基 本 理 念 （ 現 行 計 画 を 基 礎 と す る 。）  

エ  基 本 的 な 考 え 方 （ 現 行 計 画 を 基 礎 と す る 。）  

オ  基 本 的 方 向 （ 現 行 計 画 を 基 礎 と す る 。）  

カ  施 策（ 現 行 計 画 を 基 礎 と し 、新 た な 教 育 課 題 に 対 応 す る 施 策 を 追 加

す る 。な お 、実 施 事 業 及 び 施 策 を 支 え る そ の 他 の 取 り 組 み は 、削 除 す

る 。）  

キ  成 果 目 標（ 設 定 数 の 縮 減 に 努 め 、目 標 値 は 、最 終 年 度 に つ い て 設 定

す る 。）  

⑵  計 画 の 期 間  

平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ３ ０ 年 度 ま で （ ５ か 年 ）  

 

３  策 定 体 制 等  

⑴  策 定 体 制  

ア  教 育 委 員 会 （ 定 例 会 等 ）  

イ  （ 仮 称 ）第 ２ 期 市 川 市 教 育 振 興 基 本 計 画 策 定 会 議（ 以 下「 策 定 会 議 」

と い う 。）  

ウ  （ 仮 称 ）第 ２ 期 市 川 市 教 育 振 興 基 本 計 画 策 定 作 業 部 会（ 以 下「 作 業

部 会 」 と い う 。）  

エ  事 務 局 （ 教 育 政 策 課 ）  

⑵  市 民 参 加  

ア  市 川 市 教 育 振 興 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。）  

イ  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

⑶  策 定 期 間  

平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 か ら 平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ま で  



４  主 な 策 定 ス ケ ジ ュ ー ル  

年  月  主 な 内 容  

１  ○  策 定 会 議 及 び 作 業 部 会 の 設 置  

○  現 状 及 び 課 題 の 把 握  

○  次 期 計 画 （ 案 ）【 成 果 目 標 値 を 除 く 。】 作 成  

４  ○  次 期 計 画 （ 案 ） の 決 定 及 び 審 議 会 へ の 諮 問  

○  審 議 会 に お け る 調 査 審 議  

８  ○  審 議 会 か ら 審 議 経 過 報 告  

９  ○  成 果 目 標 に 係 る 現 状 調 査  

○  次 期 計 画 （ 案 ２ ）【 成 果 目 標 値 を 含 む 。】 作 成  

２ ５  

１ ２  ○  次 期 計 画 （ 案 ２ ） の 決 定 及 び 審 議 会 へ の 提 出  

○  審 議 会 に お け る 調 査 審 議  

○  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施  

１  ○  審 議 会 答 申  

２  ○  次 期 計 画 （ 案 ３ ） の 作 成  

３  ○  次 期 計 画 の 策 定  

２ ６  

４  ○  次 期 計 画 の 施 行  

 

 

 

 

 

平 成 ２ ５ 年 １ 月 １ ０ 日  

 

市 川 市 教 育 委 員 会  

委 員 長  宇  田  川  進  



 

 （仮称）第２期市川市教育振興基本計画構成イメージ 

 

《現行計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《次期計画》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画編 

市川市の教育が目指す基本的な方向と目標を定めます 

基本理念 

人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育 

基本的な4 つの考え方 

基本理念をふまえて実施する施策の基本的な考え方 

施 策 

16 の施策 

施 策 

12 の施策 

施 策 

19 の施策 

実施計画編 

基本計画の実現に向けた施策の具体的な方策を定めます 

実施事業 

施策の具体的な方策 

施策を支えるその他の取組み 

施策に関する市長部局、学校及び地域における取組み 

施策の評価 

年度毎の成果指標（１０６） 

基本理念 

人をつなぐ 未来へつなぐ 市川の教育 

基本的な4 つの考え方 

基本理念をふまえて実施する施策の基本的な考え方 

施 策 

○○の施策 

施 策 

○○の施策 

施 策 

○○の施策 

現状と課題 

本市における現状と教育課題 

施策の評価 

計画期間最終年度の成果指標 

追 加

新たな教育課題に対応する施策を追加 新たな教育課題に対応する施策を追加 変 更 

施策の追加又は削除を行うとともに、新たな教育課題に対応する施策を追加します。 

削 除 
毎年度末に次年度の重点事業を策定し、公表します。

変 更 
成果目標は、設定数を縮減するとともに、計画期間最終年度について設定します。 

基本的方向1 子どもの姿 

5 つの施策の方向 

基本的方向2 家庭・学校・地域の姿 

4 つの施策の方向 

基本的方向3 市川の教育の姿

5 つの施策の方向 

基本的方向1 子どもの姿 

5 つの施策の方向 

基本的方向2 家庭・学校・地域の姿 

4 つの施策の方向 

基本的方向3 市川の教育の姿

5 つの施策の方向 

資料２ 



 

（仮称）第２期市川市教育振興基本計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市教育委員会 

第２期市川市教育振興基本

計画の策定主体 

市川市教育振興審議会 

 

２期計画案について、教育委

員会の諮問に応じ調査審議し、

意見を答申する。 

第２期市川市教育振興

基本計画策定会議 

 

２期計画の策定に関し、調査

し、協議し、及び必要な調整を

図るとともに、２期計画の原案

を作成する。 

第２期市川市教育振興

基本計画策定作業部会 

 

２期計画の策定に必要な事

項を調査し、及び検討するとと

もに、２期計画の素案を作成す

る。 

市民の意見 

○パブリックコメント 

意見 

答申 

設置 原案提出

指揮 

監督 

素案提出

情報公開 

諮問 

資料３ 


	③次第
	③資料１
	③資料２
	③資料３

